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規 則

　児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
　　平成29年10月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
北海道規則第65号
　　　 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定等に関する規則の一部を改正

する規則
　児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定等に関する規則（平成18年北海道
規則第134号）の一部を次のように改正する。
　第２条の見出しを「（指定等の申請）」に改め、同条中「の申請」を「の申請並びに法第
21条の５の16第１項及び第24条の10第１項の更新の申請」に、「障害児（通所・入所）支援
指定申請書」を「障害児（通所・入所）支援指定（更新）申請書」に改める。
　第３条の見出しを「（指定等の標示）」に改め、同条中「又は第24条の９第１項」を「若
しくは第24条の９第１項」に、「指定を」を「指定又は法第21条の５の16第１項若しくは第
24条の10第１項に規定する指定の更新を」に、「指定に」を「指定又は指定の更新に」に改
める。
　別記第１号様式中「障害児（通所・入所）支援指定申請書」を「障害児（通所・入所）支

援指定（更新）申請書」に、「係る指定」を「係る指定（更新）」に、
「
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」

に改める。
　　　附　則
１　この規則は、公布の日から施行する。
２ 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法に基づく指定障害児通所支
援事業者等の指定等に関する規則別記第１号様式の規定に基づいて作成されている用紙が
ある場合においては、この規則による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事
業者等の指定等に関する規則別記第１号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整
をして使用することを妨げない。

告 示

北海道告示第596号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、北海土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
　　平成29年10月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成29. 9.19 理 事 尾　田　則　幸 岩見沢市北村豊正392番地
同 同 同 垣　野　 　博 砂川市東豊沼180番地５
同 同 同 堀　　　政　博 空知郡奈井江町字奈井江203番地
同 同 同 齋　 　純　敬 美唄市字チャシュナイ724番地の１
同 同 同 林　　　孝　友 同　　西２条南７丁目１番14号
同 同 同 小　島　光　穗 同　　字上美唄4231番地２
同 同 同 宮　越　英　治 岩見沢市大願町420番地
同 同 同 湯　本　克　也 同　　　大願町553番地４
同 同 同 長　井　眞　一 同　　　西川町451番地
同 同 同 定　塚　光　晴 同　　　北村豊里715番地
同 同 同 吉　谷　克　敏 同　　　北村美唄達布4396番地

同 同 同 峯　　　淳　一 同　　　双葉町110番地４
同 同 同 内　田　繁比郎 同　　　御茶の水町176番地７
同 同 同 立　藏　俊　一 同　　　栗沢町越前754番地２
同 同 同 坂　口　信　幸 同　　　栗沢町由良494番地
同 同 同 珍　田　成　恭 空知郡南幌町南17線西16番地
同 同 同 立　川　久　彦 同　　南幌町稲穂１丁目８番２号
同 同 同 鍋　山　洋　一 同　　南幌町南７線西８番地
同 同 監 事 前　谷　　　篤 砂川市北光241番地１
同 同 同 石　尾　文　宏 岩見沢市北村大願480番地８
同 同 同 土　永　　　正 同　　　北村赤川3893番地
同 同 同 中　西　洋　一 同　　　栗沢町上幌2619番地
同 同 同 白　倉　敏　美 空知郡南幌町南14線西11番地
退 任 平成29. 9.18 理 事 尾　田　則　幸 岩見沢市北村豊正392番地
同 同 同 中　道　博　武 砂川市西豊沼145番地
同 同 同 鈴　木　正　憲 空知郡奈井江町字茶志内美唄3775番地
同 同 同 齋　 　純　敬 美唄市字チャシュナイ724番地の１
同 同 同 髙　田　幸　雄 同　　字上美唄原野2684番地
同 同 同 小　島　光　穗 同　　字上美唄4231番地２
同 同 同 宮　越　英　治 岩見沢市大願町420番地
同 同 同 小　山　博　士 同　　　北村赤川5052番地
同 同 同 長　井　眞　一 同　　　西川町451番地
同 同 同 石　黒　武　美 同　　　北村中央158番地７
同 同 同 星　野　節　雄 同　　　北村砂浜4442番地
同 同 同 峯　　　淳　一 同　　　双葉町110番地４
同 同 同 内　田　繁比郎 同　　　御茶の水町176番地７
同 同 同 　原　　　誠 同　　　栗沢町岐阜297番地２
同 同 同 有　澤　晴　雄 同　　　栗沢町小西373番地
同 同 同 橋　爪　克　視 空知郡南幌町南15線西６番地
同 同 同 石　川　康　弘 同　　南幌町南15線西16番地
同 同 同 鍋　山　洋　一 同　　南幌町南７線西８番地
同 同 監 事 前　谷　　　篤 砂川市北光241番地１
同 同 同 林　　　孝　友 美唄市西２条南７丁目１番14号
同 同 同 村　上　敏　文 岩見沢市稔町168番地１
同 同 同 中　西　洋　一 同　　　栗沢町上幌2619番地
同 同 同 白　倉　敏　美 空知郡南幌町南14線西11番地
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北海道告示第597号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、てしおがわ土地改良区
から、次のとおり役員の住所変更の届出があった。
　　平成29年10月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
理事・監事の別 氏 名 住 所

変 　 更 　 前 変 　 更 　 後
理 事 𠮷　田　泰　之 士別市温根別町南６線西３番地 士別市温根別町南６線西1934番地６

北海道告示第598号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、平成29年９月25日、苫
前土地改良区の定款の変更を認可した。
　　平成29年10月10日

北海道知事　高　橋　はるみ

総合振興局告示及び振興局告示

北海道渡島総合振興局告示第125号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成29年10月10日

北海道渡島総合振興局長　小田原　輝　和
１　落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
　⑴　乗用自動車の賃貸借　（１台分　1,500ccクラス以上）　一式
　⑵　乗用自動車の賃貸借　（１台分　1,200ccクラス以上）　一式
２　落札を決定した日
　　平成29年９月20日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　日本カーソリューションズ株式会社
　⑵　住　所　　東京都千代田区外神田４丁目14番１号
４　落札金額
　⑴　31,860円
　⑵　27,540円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告

　　平成29年８月８日付け北海道渡島総合振興局告示第110号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道渡島総合振興局総務課
　⑵　所在地　　函館市美原４丁目６番16号


